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兵庫県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則（規則第３号） 

現在、県が管理している尼崎西宮芦屋港尼崎利便機能付係留施設について、効率的かつ効果的な施設運営の

観点から、同港西宮利便機能付係留施設と一体的に、指定管理者に管理を行わせることとし、所要の整備を行

うこととした。 

規         則 

兵庫県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成29年２月３日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

兵庫県規則第３号 

兵庫県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則 

兵庫県港湾施設管理条例施行規則（昭和36年兵庫県規則第49号）の一部を次のように改正する。 

別表第５尼崎西宮芦屋港西宮利便機能付係留施設の項を次のように改める。 

尼崎西宮芦屋港利便機能付係留施設 尼崎市扇町及び西宮市西宮浜１丁目 

附 則 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 
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